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【開催日】 令和７年１２月３日（水） 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時３５分～午後１時３３分 

【出席委員】 

分 科 会 長 奥  良 秀 副 分 科 会 長 藤 谷 圭 子 

委 員 大 井 淳 一 朗 委 員 濱 本 健 吾 

委 員 前 田 浩 司 委 員 山 田 伸 幸 

委 員 脇 本 直 美   
 

【欠席委員】なし 

【委員外出席議員等】なし 

【執行部出席者】 

総務部次長兼人事課長 古 屋 憲 太 郎 人 事 課 主 幹 福 田 智 之 

人事 課 人事 係長 藤 井 貴 大 人事課給与係長 長 村 知 明 

福 祉 部 長 尾 山 貴 子 福祉部次長兼高齢福祉課長  田 尾 忠 久 

高齢福祉課技監兼包括支援センター所長  荒 川 智 美 高齢福祉課課長補佐 竹 内 広 明 

高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 藤 永 一 徳 高齢福祉課主査兼介護保険係長 別 府 奈 緒 美 

高齢福祉課介護保険係主任  木 口 屋 裕 樹 高齢福祉課介護保険係主任  末 永 久 美 

保 険 年 金 課 長 西 﨑  大 保険年金課課長補佐 田 中 洋 子 

保険年金課国保係長 村 田 直 美 保険年金課年金高齢医療係長 水 野 雅 弘 

保険年金課保健事業係長 戸 川 千 花   

障 害 福 祉 課 長 池 田 哲 也 障害福祉課課長補佐 松 本 啓 嗣 

障害福祉課障害福祉係長 幸 池 百 子 障害福祉課障害福祉係主任  蔵 本  優 

障害福祉課障害支援係長 古 谷 直 美   

福祉部次長兼子育て支援課長 石 田 恵 子 子育て支援課課長補佐 野 原 崇 史 

子育て支援課子育て支援係長 藤 田 浩 子 子育て支援課保育係長 神 田 陽 子 

健 康 増 進 課 長 山 本  玄 健康増進課技監 大 海 弘 美 

健康増進課健康管理係長 山 下  弘   

市 民 部 長 梅 田 智 幸 市民部次長兼環境課長 山 本 満 康 
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市 民 課 長 浅 川 縁 市民課課長補佐 藤 田 弘 太 郎 

市民課戸籍係長 丸 田 佳 代 子 市民課住民係長 西 村 真 愛 

生活安全課長兼空き家対策室長 熊 野 貴 史 生活安全課課長補佐兼空き家対策室主査  山 田 幸 生 
 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 石 田  隆 庶 務 調 査 係 長 山 田 寿 実 子 
 

【審査内容】 

１ 議案第８８号 令和７年度山陽小野田市一般会計補正予算（第７回）につ

いて 

  

 

午前１０時３５分 開会 

 

奥良秀分科会長 ただいまから一般会計予算決算常任委員会民生福祉分科会を

開会いたします。審査内容につきましては、議案第８８号令和７年度山

陽小野田市一般会計補正予算（第７回）について審査を行ってまいりま

す。審査番号順に審査をしてまいりますので、御協力のほどよろしくお

願いいたします。初めに審査番号①、人事課分について執行部からの説

明を求めたいと思います。 

 

福田人事課主幹 議案第８８号令和７年山陽小野田市一般会計補正予算（第７

回）について御説明いたします。このたびの補正の主なものは、人事院

勧告や人事異動等に基づく人件費の補正となり、人件費については歳入

歳出それぞれ２億５，８６９万５，０００円を追加するものです。まず、

人事院勧告の内容について御説明いたします。お配りしております参考

資料１ページを御覧ください。改正の内容は、①、民間給与の水準が公

務員を上回ったことからその較差を解消するため、給料月額の引上げを

行います。平均で３．３％の増額改定となり、引上げ額は８，３００円

から１万２，４００円になります。なお、高卒の初任給で言えば１万２，

２００円の増額となっています。②の期末勤勉手当については支給率を
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０．０５月分引き上げ、年間の支給月数を４．６月から４．６５月とす

るものです。これらの改正は令和７年４月１日から適用することとして

います。なお、令和８年度の期末勤勉手当は６月と１２月で率が均等と

なるように改正をいたします。次に特別職ですが、期末手当の支給月数

を年間４.６月から０．０５月引き上げ、４．６５月とするものです。次

に補正の内容について御説明いたします。２ページからは各款ごとの人

件費の補正額を記載していますが、一般会計全体として説明させていた

だきます。５ページの一番下、一般会計の総計を御覧ください。補正の

内容を人事院勧告と人事異動に分けて記載しています。人事院勧告の影

響分については、給料改定と賞与の率が上がったことによるもので、全

体で１億５，８１０万３，０００円の増額となります。人事異動につい

ては、全体で１億５９万２，０００円の増額となります。人件費全体で

は一般会計で２億５，８６９万５，０００円を増額し、補正後の額を４

７億３，９２０万９，０００円とするものです。費目ごとの補正額の内

訳は、１節報酬については、パートタイムの会計年度任用職員の報酬改

定や人事異動分で、３，１０９万５，０００円を増額しています。 ２

節給料については、正規職員等（正規、再任用、任期付、会計年度フル）

の給料改定及び人事異動分で１，３９７万６，０００円を増額していま

す。３節職員手当等については、人勧に伴う賞与の率の改定に加えて、

自己都合や勧奨による退職者の増により退職手当を約１億７，０００万

円増額したこと等に伴い、２億３６万６，０００円の増額となります。

次に４節共済費については、給料改定及び人事異動に伴う保険料事業主

負担分１，３０２万円の増額になります。８節旅費については、パート

タイムの会計年度任用職員の通勤手当で決算を見込んだ調整により２９

万５，０００円を増額しています。１８節職員福祉費については、決算

を見込んだ調整により５万７，０００円を減額しています。説明は以上

となります。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

奥良秀分科会長 執行部から説明が終わりましたので、委員からの質疑を求め

たいと思います。では、引き続き執行部から説明を求めたいと思います。 
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福田人事課主幹 失礼しました。続いて予算書の２２ページ、２３ページを御

覧ください。（発言する者あり） 

 

奥良秀分科会長 失礼しました。それでは執行部から説明が終わりましたので、

委員からの質疑を求めたいと思います。 

 

前田浩司委員 今回の改定で旅費の交通費の計算方法を教えていただけるんで

あれば、お願いできますか。 

 

奥良秀分科会長 こちらの民生福祉で担当が合ってるかどうなのか。 

 

長村人事課給与係長 今回の旅費に関しては、旅費の条例とはまた別のもので、

パートタイムの方の通勤手当の支給になりまして人事異動に伴って、採

用とか退職とかも含めて当初見込んでいたものとの差分を、実績を見込

んで補正しているものになりますので、通勤手当ということになります。 

 

前田浩司委員 特に率が変わるわけではないという理解でよろしいわけですよ

ね。 

 

長村人事課給与係長 おっしゃるとおりです。 

 

濱本健吾委員 山口県の人事委員会の令和７年１０月１７日の報告を見ると、

月給を３．０２％基本的に改定と書いてあるんですけど、今回３．３％

ということでその理由を教えてください。 

 

福田人事課主幹 本市は、国の人事院勧告に基づいて給料のほうの改定をして

おります。山口県のほうは、人事委員会勧告というの出されております

けれども、本市は国の人事院勧告に基づいておりまして、そちらが３．

３％の改定となっております。 
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奥良秀分科会長 その他、質疑を求めます。（「なし」と呼ぶ者あり）質疑な

しということで質疑を終了します。以上で、審査番号①を終了いたしま

す。それでは休憩に入ります。再開を１０時５５分から再開いたします。 

 

午前１０時４３分 休憩 

 

午前１０時５５分 再開 

 

奥良秀分科会長 それでは、休憩を解きまして分科会を再開いたします。続き

まして、審査番号②、福祉部高齢福祉課、保険年金課について、説明を

求めたいと思います。 

 

田尾福祉部次長兼高齢福祉課長 高齢福祉課分について御説明します。３６、

３７ページをお開きください。３款１項１目社会福祉総務費、２２節償

還金、利子及び割引料の償還金を６１万１,０００円増額しております。

これは、令和６年度における低所得者保険料軽減負担金の精算に伴い、

国、県からの負担金を返還するための償還金です。また、２７節繰出金

の介護保険特別会計繰出金は、介護保険特別会計への繰出金を２５万円

増額するものです。これは、介護保険特別会計補正予算（第２回）で御

審査いただいた歳入の７款１項一般会計繰入金２５万円の増額部分に係

る一般会計における介護保険特別会計への繰出し部分になります。次に、

３款１項３目高齢者福祉費、２２節償還金、利子及び割引料の償還金を

２万６,０００円増額しております。これは、令和６年度における介護保

険事業費補助金の精算に伴い、県からの超過交付金を返還するための償

還金です。高齢福祉課の説明は以上です。  

 

西﨑保険年金課長 それでは、令和７年度一般会計補正予算（第７回）保険年

金課分の説明をさせていただきます。補正予算書の３６、３７ページを

お開きください。上段の、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉
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総務費の上から４行目、２７節繰出金のうち、国民健康保険特別会計繰

出金の３８０万４，０００円の増額は、国民健康保険特別会計職員の人

件費調整分を職員給与費等繰出金として増額するものです。続いて、同

ページ一番下の、４目後期高齢者医療費を１，１１６万３，０００円減

額し、補正後の額を１３億４，３３４万６，０００円とするものです。

これは、１節報酬から次ページの８節旅費までの増減は、人件費の調整

によるものでする。また、２７節繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出

金の１，１５５万円の減額は、職員給与費繰出金及び保険基盤安定繰出

金に対応するものです。特定財源については、歳入で説明します。同じ

く３８、３９ページの５目国民年金事務費を１６１万８，０００円減額

し、補正後の額を５１４万８，０００円とするものです。内訳としまし

て、２節給料から４節共済費までの減額は、人件費の調整によるもので

す。１２節委託料、システム改修委託料２８万２，０００円の増額は、

令和７年度税制改正により、新たに「特定親族特別控除」が創設され、

年金制度においても当該控除が適用されることから、国民年金システム

において必要な改修を行うものです。なお、財源につきましては、全額、

国民年金事務費交付金の交付対象となります。続きまして、歳入につい

て御説明いたします。１４、１５ページをお願いします。上段、１５款

国庫支出金、３項委託金、２目民生費委託金、１節社会福祉費国庫委託

金、国民年金事務費２８万２，０００円の増額は、歳出で説明しました

国民年金のシステム改修に係る交付金として同額計上しております。次

にその下、１６款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、１節

社会福祉費県負担金のうち、後期高齢者医療保険基盤安定費８９７万４，

０００円の減額は、歳出で説明しました後期高齢者医療特別会計繰出金

のうち、保険基盤安定繰出金の減額に係る特定財源として減額するもの

です。次に、１６、１７ページをお願いします。下段の２１款諸収入、

５項雑入、２目雑入、３節 民生費雑入、高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施事業受託収入３９万４，０００円の増額は、山口県後期高齢

者医療広域連合からの受託収入について、歳出の人件費の増額に伴い、

その相当額を増額するものです。続いて、３目過年度収入、１節過年度
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収入のうち、２行目、療養給付費負担金精算金８９９万３，０００円の

増額は、後期高齢者医療の療養給付費負担金について、令和６年度分の

精算額の確定に伴い、還付を受けるものです。保険年金課分の説明は以

上です。 

 

奥良秀分科会長 執行部からの説明が終わりましたので、質疑を求めたいと思

いますが、歳出のほうから行いますので、３４、３５、３６、３７、３

８、３９ページから質疑を求めます。（「なし」と呼ぶ者あり）質疑な

しということで歳入に移ります。歳入のページが１４ページ、１５ペー

ジ、１６ページ、１７ページ、質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者

あり）分かりました。質疑なしということで審査番号②を終了いたしま

す。それでは休憩に入ります。１１時１０分に再開いたします。 

 

午前１１時２分 休憩 

 

午前１１時１０分 再開 

 

奥良秀分科会長 それでは休憩を解きまして分科会を再開いたします。続きま

して、審査番号③の福祉部の障害福祉課、子育て支援課分について、執

行部より説明を求めたいと思います。 

 

池田障害福祉課長 障害福祉課分を御説明します。３６、３７ページをお開き

ください。このたびの補正は、３款民生費、１項社会福祉費、２目障害

者福祉費において、補正前の額２２億３，８５５万８，０００円を２億

５，２１８万２，０００円増額し、２４億９，０７４万円とするもので

す。内訳は、１９節扶助費１億４，７００万円、２２節償還金、利子お

よび割引料１億５１８万２，０００円になります。予算の説明に入る前

に、今回の補正予算の概要について御説明します。このたびの補正予算

には大きく四つの事業があります。一つ目として自立支援給付事業、二

つ目として障害児通所支援事業、三つ目として市単独での障害福祉サー
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ビス事業になりますが、これら三つの事業は、当初予算の執行状況を確

認し、決算見込額に合わせて増額補正します。こちらの三つの事業は、

全て１９節の扶助費の補正となり、金額といたしましては、１億４，７

００万円増額補正するものです。次に、四つ目の事業は、２２節の償還

金の補正となります。令和６年度に歳入した国・県の負担金補助金を精

算に基づいて返還するため、償還金を１億５１８万２，０００円の増額

補正するものです。 一つ目の自立支援給付事業につきましては、障害の

ある方が地域で自立した生活を送るための支援を目的とした障害福祉サ

ービス等を提供する事業です。二つ目の障害児通所支援事業につきまし

ては、障害のある子供たちが施設に通い、日常生活の動作指導や集団生

活への適応訓練などを受ける障害福祉サービスです。この二つの事業費

については、国が２分の１、県が４分の１を補助します。この国及び県

が補助する金額につきましては、のちほど歳入で御説明させていただき

ます。それでは、この四つの事業につきまして、事業ごとの補正内容に

ついて御説明いたします。まずは、一つ目の事業の自立支援給付事業に

つきましては、１９節扶助費にあります六つの給付費のうち、三つの給

付費が該当します。一番上のグループホーム給付費、一つ飛ばして就労

継続支援（Ａ型）給付費、次の就労継続支援（Ｂ型）給付費です。これ

ら三つの給付費が自立支援給付事業となります。グループホーム給付費

として、１，８００万円、就労継続支援（Ａ型）給付費として、６，２

００万円、（Ｂ型）として２，５００万円を増額補正するものです。次

に、二つ目の事業となる障害児通所支援事業では、扶助費の下から２段

目の児童発達支援給付費とその下段の放課後等デイサービス給付費とな

ります。児童発達支援給付費として１，４００万円、放課後等デイサー

ビス給付費として２，７００万円を増額補正するものです。今、御説明

しました自立支援給付と障害児通所支援事業の五つの給付費は、その事

業に係る費用について、国が２分の１、県が４分の１ほど補助されます。

次に、三つ目の事業となる市単独での障害福祉サービス事業は、扶助費

の２段目にあります福祉タクシー助成費になります。福祉タクシー助成

費として１００万円を増額補正するものです。一つ目の自立支援給付事
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業、二つ目の障害児通所支援事業、三つ目の市単独のサービス事業の補

正は、障害福祉サービス等の利用者数、利用時間及び利用回数などの増

加に伴い、決算見込額に合わせて増額補正するものです。続きまして、

四つ目の償還金は、令和６年度に歳入した国・県の負担金、補助金につ

いて、精算の結果、返還するものです。２２節償還金、利子及び割引料

において、償還金を合計１億５１８万２，０００円増額します。この内

訳として、自立支援給付費として、国庫負担金を６，３８１万２，００

０円、県負担金を３，０７５万３，０００円返還します。また、障害児

入所給付費として、国庫負担金を７０７万７，０００円、県負担金を３

５３万９，０００円返還します。地域生活支援事業費として、国庫補助

金を１，０００円返還します。続きまして、扶助費の歳出予算の増額補

正に伴う歳入予算の増額について御説明します。１２、１３ページをお

開きください。４段目を御覧ください。１５款国庫支出金、１項国庫負

担金、１目民生費国庫負担金、１節社会福祉費国庫負担金におきまして、

さきほど歳出で御説明しました、自立支援給付及び障害児通所支援に要

する事業費の国の２分の１補助として、自立支援給付費を５，２５０万

円、障害児支援給付費２，０５０万円を増額します。続けて、１４、１

５ページをお開きください。２段目を御覧ください。１６款県支出金、

１項県負担金、１目民生費県負担金、１節社会福祉費県負担金におきま

して、自立支援給付及び障害児通所支援に要する事業費の県の４分の１

補助として、自立支援給付費を２，６２５万円、障害児支援給付費を１，

０２５万円それぞれ増額します。最後に、１６、１７ページをお開きく

ださい。一番下の欄を御覧ください。２１款諸収入、４項雑入、３目過

年度収入、１節過年度収入において、１段目、特別障害者手当等給付費

国庫負担金を１万１，０００円増額します。これは、令和６年度特別障

害者手当等給付費の支給実績に基づく精算の結果、国庫負担金が追加交

付されるものです。次に下から３段目の自立支援給付費国庫負担金を２

３０万４，０００円増額します。こちらも支給実績に基づく精算の結果、

国庫負担金が追加交付されるものです。説明は以上です。御審査のほど

よろしくお願いいたします。 
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石田福祉部次長兼子育て支援課長 議案第８８号令和７年度山陽小野田市一般

会計補正予算（第７回）における、子育て支援課分について御説明いた

します。それでは、予算書４２ページ、４３ページをお開きください。

歳出より御説明します。３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費

について、３億７，８５２万４，０００円増額し、４０億３，０６１万

９，０００円としております。この内訳ですが、１２節委託料において、

保育所運営費（私立分）を２億５，２６５万２，０００円増額しており

ます。次に、１８節負担金、補助及び交付金において、認定こども園運

営費負担金を３，９０２万７，０００円、私立幼稚園運営費負担金を２

１０万９，０００円、地域型保育事業運営費負担金を７９９万２，００

０円それぞれ増額しています。これは、近年の人件費の上昇等の影響も

あり、国が定める保育所運営に必要な費用の基準となる額が大きく上昇

しており、その影響による増額となっています。次に、保育士独自加配

事業補助金を５８３万６，０００円増額しておりますが、これは、県が

定める基準額が増額となったことによるものです。次に、１９節扶助費

において、決算を見込んだ調整を行い、乳幼児医療助成費を１，２００

万円減額、ひとり親家庭医療助成費を９００万円増額、子ども医療助成

費を２，１４０万円増額、乳幼児医療助成（市単独分）を７００万円増

額し、合計２，５４０万円増額しております。続いて、２２節償還金、

利子及び割引料を４，５５０万８，０００円増額しておりますが、これ

は全て償還金になります。内訳としては、令和６年度児童手当交付金の

国費、県費をあわせて１，２９５万８，０００円、令和６年度児童扶養

手当給付費負担金を１２６万９，０００円、令和６年度子ども・子育て

支援交付金を２８４万８，０００円、令和６年度地域子ども・子育て支

援交付金を２９８万６，０００円、令和６年度子どものための教育・保

育給付交付金を国費、県費を合わせて２，５４１万４，０００円、令和

５年度子どものための教育・保育給付交付金を国費、県費を合わせて２

万５，０００円、令和６年度こどもまんなか保育体制強化事業費補助金

８，０００円となります。これらに対する歳入について御説明いたしま
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す。予算書１２，１３ページをお開きください。１５款国庫支出金、１

項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、２節児童福祉費国庫負担金の子

どものための教育・保育給付交付金を 1 億６，８７５万２，０００円増

額しております。続いて予算書１４，１５ページを御覧ください。１６

款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、２節児童福祉費県負

担金の子どものための教育・保育給付交付金を６，３０４万９，０００

円増額しております。次に、１６款県支出金、２項県補助金、２目民生

費県補助金、２節児童福祉費県補助金の乳幼児医療助成費を４４０万円

減額、ひとり親家庭医療助成費を３５９万円増額、保育士独自加配事業

費補助金を２９１万８，０００円増額し、合計２１４万３，０００円を

計上しております。これら国費、県費の合計２億３，３９０万９，００

０円を特定財源とし、残りの１億４，４６１万５，０００円は一般財源

となります。予算書の４２、４３ページにお戻りください。次に、３目

ひとり親福祉費についてですが、３３３万円増額し、１，８１５万３，

０００円としております。これは、２２節償還金、利子及び割引料とし

て３３３万円を増額しており、全て償還金となります。内訳としては、

令和６年度自立支援教育訓練給付金事業費を１４万４，０００円、令和

６年度高等職業訓練促進給付金等事業費を３１８万６，０００円として

おります。これらに伴う財源内訳は、全額一般財源となります。予算書

４４ページ、４５ページをお開きください。続いて、９目出産・子育て

応援事業費について、人件費に関する補正を除いた３２５万円を増額し、

９８５万円とするものです。内訳としては、２２節償還金、利子及び割

引料を３２５万円増額しており、全て償還金となります。これは、令和

６年度出産・子育て応援交付金２６０万円、令和６年度山口県出産・子

育て応援交付金６５万円となっております。続いて、４８、４９ページ

をお開きください。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、

２２節償還金、利子及び割引料について、１３０万４，０００円増額し

ております。これは、全額償還金であり、内訳については、令和６年度

未熟児養育医療費等国庫補助金８６万９，０００円、同じく県負担金４

３万５，０００円となっております。これらに伴う財源内訳ですが、全
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額一般財源となっております。次に、歳入のみの補正予算について御説

明いたします。予算書の１６、１７ページを御覧ください。２１款諸収

入、５項雑入、３目過年度収入、１節過年度収入に、令和６年度の入所

施設措置費の精算額として、国庫負担金を８万７，０００円、県負担金

を４万３，０００円計上し、子育てのための施設等利用給付費の精算額

として、国庫負担金を３５万８，０００円、県負担金を１７万９，００

０円計上しております。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願い

いたします。 

 

奥良秀分科会長 執行部から説明が終わりましたので、委員からの質疑を求め

たいと思います。まず歳出のほうから、障害福祉課の３６ページ、３７

ページから質疑を求めたいと思います。 

 

大井淳一朗委員 ３７ページなんですが、扶助費が１億４，７００万円の増額

です。利用者増とかの要因もあると思いますが、見込みよりこれだけ増

えたことについてどのように分析されていらっしゃいますでしょうか。 

 

古谷障害福祉課障害支援係長 扶助費の増額ですけれども、グループホームの

給付費の増額につきましては、利用人数の増加が当初見込みよりも上回

ったことです。当初は８１人で見込んでおりましたが、９月末時点で１

０人以上人数が上回っております。続きまして、就労継続支援Ａ型の給

付費の増額の理由ですけれども、理由としましては、利用人数の増加と

１人当たりの利用料金の増加が見込みよりも上回ったことです。当初は

４７人で見込んでおりましたが、９月末時点で２０人以上、新規利用者

が上回っております。また、利用金額も当初は１４万６，０００円、１

か月当たりの料金を見込んでおりましたが、約３万４，０００円増加し

ております。次に就労継続支援Ｂ型の増加の理由なんですけれども、１

人当たりの利用料金の増加が１か月当たり約１万円見込みよりも上回っ

ております。利用金額の増加の要因としては、１人当たりの請求料、利

用日数が増加したことと加算の関係ではないかと考えております。続き
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まして児童発達支援給付費の増額の理由ですけれども、利用人数の増加

が当初見込みよりも上回っております。当初は４１人で見込んでおりま

したが、９月末時点で１０人以上上回っております。放課後等デイサー

ビス給付費の増額の理由ですけれども、利用人数の増加と１人当たりの

利用料金の増加が見込みよりも上回っております。当初は１３３人で見

込んでおりましたが、９月末時点で１５人以上上回っております。また、

利用料金も当初は１６万８，０００円で見込んでおりましたが、約８，

０００円増加しております。利用金額の増加の要因としては、１人当た

りの請求料、利用日数が増加したことが考えられます。 

 

大井淳一朗委員 説明はそれでいいんですが、私が聞きたいのは、そのように

増加しているということでこれをどのように分析しているか、何が言い

たいかというと今年度だけの特別な事情なのかあるいは今後もこのよう

に利用者あるいは利用料金等も上がっていくと考えているのかも含めて、

どのように分析しているかを答えていただければと思います。 

 

古谷障害福祉課障害支援係長 利用料金は報酬の改定などもありまして、上が

っていくところと、あと利用人数もやはり軒並み増えてきておりますの

で、利用希望者が今後も増えていくかなと考えております。 

 

大井淳一朗委員 そうなると、これを受けて、来年度予算はそれを踏まえた予

算編成をしていくということでよろしいですね。 

 

古谷障害福祉課障害支援係長 委員のおっしゃられるとおりです。 

 

山田伸幸委員 利用人数が見込みよりも何十人も増えていくというのは「えっ」

と思わざるを得ないんですけど、何か理由があるんですか。 

 

古谷障害福祉課障害支援係長 まずグループホームの利用者が増えている要因

です。こちらに入所される方の背景というのは、人それぞれですので一
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概には言えないんですけれども、親の高齢化に対応した親元からの自立

のサポートというのも要因の一つと考えられると思っております。介護

者である親が高齢となって病気を患ったりとか、要介護になったりする

ことで入居される方です。またそのような状況になる前に、やはり入所

したい方もいらっしゃいますので、そのような事情かと思っております。

就労選択支援Ａ型の利用者の増加のほうですけれども、こちらも人それ

ぞれ背景がありますので、一概には言えませんが、病気や障害等で働け

なくなった後にハローワークに相談に行かれて、就労系のサービスの利

用を勧められましたっていうような方が窓口では相談を受けることが多

くなっております。就労継続支援Ｂ型も同じように考えております。児

童関係の利用の増加につきましては、子供の数が減っている中で、利用

される方が増えている状況になっておりますが、これにつきましては、

子供の発達をきめ細かくサポートすることに必要性を感じておられる保

護者が増えているのではないかと考えております。保護者の不安を軽減

して子育てをサポートする事業として、求められているのではないかと

考えております。 

 

前田浩司委員 今の扶助費の中の２番目に福祉タクシーってありますよね。市

独自でお支払いをされるということで、いい傾向だと思うんですけれど

も、その増加した金額をどのように分析しておられるかお尋ねさせてい

ただければと思います。 

 

幸池障害福祉課障害福祉係長 この福祉タクシー助成費につきましては、年々

減少傾向の実績がありまして、令和７年度予算も減少する見込みで当初

予算を算出していました。今年度の前半９月までの実績を見たところ、

助成額が減少はしているものの減少の幅が前年度よりも小さかったとい

うことがありまして、そのため、後半もこの傾向で支出額を見込むと、

当初予算よりも決算見込みの額が超えると考え、今回増額させていただ

いております。今後の傾向としては、今までも減少傾向ではありました

ので、今後も減少する方向で考えております。 
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前田浩司委員 今、答弁を聞きまして、減少化傾向にあるということに対して、

これは実際どのように市のほうは認識しておられるのか、逆に高齢者の

方の人数が少ないのか、逆にこれを利用される方の周知がうまくいって

ないのか、その辺はどのように認識しておられるのか。 

 

松本障害福祉課課長補佐 福祉タクシーの助成は障害のある方、もしくは手帳

を持っておられる方にお出ししており、年々人口減少に伴い、手帳の交

付申請と手帳の所持者数も減ってきております。ですので、それに伴っ

てその該当する方も同じような割合で減ってくるということになります

ので、必要な人にサービスは行き渡っているとは考えており、減少傾向

にあると分析しております。 

 

山田伸幸委員 先ほどの就労継続支援Ａ型、Ｂ型ともかなりの人数が増えてき

ているんですけど、これは一つの事業所が業者を増やしたのか、それと

も新たにそういった事業者が出てきたのか、その点いかがでしょうか。 

 

古谷障害福祉課障害支援係長 就労継続支援のＡ型、Ｂ型の事業所の数ですけ

れども、市内では今年度は新規の開所はありませんが、宇部市とか下関

市とか近隣市での新規の開所はあります。 

 

山田伸幸委員 そういったところに本市から通っておられる方がいらっしゃる

ということなんでしょうか。 

 

古谷障害福祉課障害支援係長 委員のおっしゃられるとおりです。 

 

奥良秀分科会長 その他に質疑はありますか。３款１項２目です。（「なし」

と呼ぶ者あり）では、続きまして、子育て支援課のほうの３款２項２目、

４２ページ、４３ページ。 
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大井淳一朗委員 ４３ページ、乳幼児医療助成費が減額になっていますが、こ

の要因をお答えください。 

 

藤田子育て支援課子育て支援係長 こちらにつきましては、受給者数の減によ

るものと分析しております。 

 

大井淳一朗委員 同じ項で扶助費ですが、逆にひとり親から乳幼児医療助成費

までが増えてますが、この要因はどのように考えていらっしゃるでしょ

うか。 

 

藤田子育て支援課子育て支援係長 こちらにつきましては、受給者数は減って

はいるんですが当初予算と比べまして、受給する件数助成件数が増えて

おります。なので、件数の増加に伴って助成額も増えているというとこ

ろでございます。 

 

奥良秀分科会長 その他、３款２項２目、２項３目から質疑を求めたいと思い

ます。よろしいでしょうか。（「なし」と呼ぶ者あり）続きまして、４

４ページ、４５ページの３款２項９目の出産子育て応援事業費、償還金

の部分です。ありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）続きまして、４款

１項１目４８ページ、４９ページ、４款１項１目の２２節の償還金はあ

りますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、歳出を終わりまして、歳入

の質疑は何かありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）質疑なしというこ

とで、審査番号③について質疑を終わります。それでは、休憩に入りた

いと思います。再開を１３時から審査番号⑤を行います。それでは休憩

に入ります。 

 

午前１１時４１分 休憩 

 

午後１時 再開 
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奥良秀分科会長 それでは、休憩を解きまして分科会を再開いたします。続き

まして審査番号⑤、福祉部健康増進課について、執行部より説明を求め

たいと思います。 

 

山本健康増進課長 議案第８８号令和７年度山陽小野田市一般会計補正予算

（第７回）における健康増進課所管分につきまして御説明いたします。

補正予算書の４８、４９ページをお開きください。ページ上段にありま

す、４款１項２目予防費、１８節負担金、補助及び交付金、予防接種健

康被害医療費・医療手当等交付金の増額について御説明いたします。こ

のたびの補正は、現在本市で支給しておりますポリオ生ワクチンによる

２次健康被害に係る医療手当及び障害者特別手当につきまして、国にお

いて、令和７年４月分以降の給付単価の引上げが行われましたことから、

当該引上げを踏まえた交付金の増額を行うものでございます。具体的な

引上げ額につきましては、いずれも月額ベースで申し上げますと、医療

手当が１，０００円、障害者特別手当が５，２００円となっておりまし

て、合計で一月当たり６，２００円の引上げとなっております。なお、

今年度の交付金は令和７年１月分から令和７年１２月分の手当を給付す

るものであり、このうち引上げ後の新単価の適用を受けるのは、４月分

以降の９ヶ月分となります。したがいまして、このたびは、月額６，２

００円の引上げ額の９ヶ月分に相当する額として、５万６，０００円を

増額補正いたしております。続いて、特定財源の補正について御説明い

たします。補正予算書の１４、１５ページをお開きください。ページ中

ほどにあります、１６款１項２目１節保健衛生費県負担金、予防接種事

故対策負担金４万２，０００円の増額は、ただいま御説明いたしました

予防接種健康被害医療費・医療手当等交付金に対する負担金となります。

当該負担金は、交付金額の４分の３が県を通じて交付されるものであり、

このたびの交付金額の引上げを踏まえ増額するものでございます。説明

は以上です。御審査のほどよろしくお願いいたします。 
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奥良秀分科会長 執行部から説明が終わりましたので、委員からの質疑を求め

たいと思います。歳出のほう、４８ページ、４９ページ、４款１項２目

予防費について質疑を求めたいと思います。（「なし」と呼ぶ者あり）

では歳入のほうで、１６款１項２目質疑ありますか。（「なし」と呼ぶ

者あり）質疑なしということで、質疑を終了したいと思います。以上で、

審査番号⑤につきましての審査を終了いたします。ここで休憩に入りま

して、１３時１５分から再開いたします。では休憩入ります。 

 

午後１時３分 休憩 

 

午後１時１５分 再開 

 

奥良秀分科会長 それでは休憩を解きまして、分科会を再開いたします。続き

まして、審査番号④番、市民部市民課、生活安全課から説明を求めたい

と思います。執行部から説明を求めたいと思います。 

 

浅川市民課長 それでは市民課分を御説明します。補正予算書の３０、３１ペ

ージを御覧ください。歳出から御説明します。２款総務費、３項戸籍住

民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、１０節需用費の印刷製本費２

３９万円の減額は、本市に本籍を置く方に戸籍に記録しようとする氏名

の振り仮名を通知するための通知書の印刷が完了し、印刷製本費に不用

額が出たことから減額補正をするものです。次に、１１節役務費の通信

運搬費９３万円の減額は、先ほど説明をしました、戸籍に記録しようと

する氏名の振り仮名の通知書の郵送が完了し、郵送料に不用額が出たこ

とから減額補正をするものです。次に、１２節委託料、システム改修委

託料につきましては、戸籍の氏名の振り仮名対応に係る戸籍システムの

国の標準仕様書の改版が検討されており、その対応のためのシステム改

修費用を計上しておりましたが、結果、改版がなかったため、改版対応

のためのシステム改修経費１１０万１，０００円を減額すること、及び

期限内に氏名の振り仮名の届出がされなかった戸籍に対し、市区町村長
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が仮の振り仮名に基づき、氏名の振り仮名を記録することになっている

ため、この記録を一括で処理をするためのシステム改修委託料３８８万

９，０００円を増額します。したがいまして、１１０万１，０００円の

減額と３８８万９，０００円の増額により、システム改修委託料につい

ては、２７８万８，０００円の増額としています。次に、同じく１２節

委託料、コールセンター業務委託料５５０万円の減額は、戸籍の氏名の

振り仮名に係る通知書を発送した後の問い合わせ対応のため、国の補助

金を使ってコールセンターを設置する予定でしたが、その後、国から示

された詳細な補助条件が活用し難いものであったため、コールセンター

の設置をとりやめ、部内の事務応援で電話対応をしましたので、コール

センター業務委託料を全額減額とするものです。次に、１７節備品購入

費、機械器具費８５万６，０００円の増額は、出入国管理及び難民認定

法等の一部を改正する法律により、個人番号カードと在留カード等の一

体化が可能となることに伴い、在留カード等のＩＣチップへ新住居地や

届出日を記録することとなることから、記録に必要な端末を調達するた

め増額するものです。続いて、歳入を御説明します。１２、１３ページ

をお開きください。ページ下のほうにあります、１５款国庫支出金、２

項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費国庫補助金、社

会保障・税番号制度システム整備費４９３万１，０００円の減額は、先

ほど御説明しました戸籍の氏名の振り仮名対応の歳出のうち、印刷製本

費の減額、通信運搬費の減額、振り仮名の市町村長記録のためのシステ

ム改修分３８８万９，０００円の増額、コールセンター業務委託料の減

額によるものです。次に、１４、１５ページをお開きください。ページ

一番上にあります、１５款国庫支出金、３項委託金、１目総務費委託金、

２節戸籍住民基本台帳費国庫委託金、中長期在留者住居地届出等事務委

託費８５万６，０００円の増額は、先ほど歳出で御説明しました備品購

入費の増額によるものです。説明は以上です。御審査のほどよろしくお

願いします。 

 

熊野生活安全課長兼空き家対策室長 議案８８号令和７年度山陽小野田市一般



 20 

会計補正予算（第７回）について生活安全課分を御説明します。まずは、

お配りしておりますＡ４の資料を御覧ください。この度の補正予算は、

国民生活センターがＰＩＯ－ＮＥＴと言われる消費生活センターと国民

生活センターを結ぶ全国消費生活情報ネットワークシステムを更新する

ため市の消費生活センターでシステムに接続するために必要な予算を計

上しております。それでは、まず消費生活センターについてですが、消

費者安全法により設置を規定されており消費者のための相談や助言、あ

っせん業務等を行っております。次に消費生活相談の仕組みとしては、

資料の左側から真ん中にかけての図を見ていただいて、消費者の方は消

費トラブルがあった場合、消費生活センターに相談され、消費生活相談

員が相談内容に応じて助言、あっせん等を行い解決のための支援を行い

ます。その後、その相談内容及び相談結果は、真ん中の情報入力という

矢印の隣に国民生活センター、ＰＩＯ－ＮＥＴと記載がありますが、こ

の度更新になるＰＩＯ－ＮＥＴに入力され、全国の相談情報が蓄積され

ていきます。この蓄積された情報は消費者庁等により調査分析され消費

者政策の企画立案、法律の制定等にも活用されております。またＰＩＯ

－ＮＥＴの情報を消費者への注意喚起にも活用されております。このた

びは、このＰＩＯ－ＮＥＴに一般的に利用されているクラウドサービス

が導入され、令和８年１０月から本稼働することに伴い、市のシステム

から接続できるようにするためシステム改修費とセキュリティ対策のた

めの消耗品費を計上するものです。それでは、補正予算書の６０，６１

ページをお開きください。歳出より御説明します。７款商工費、１項商

工費、３目流通対策費を３４万９，０００円増額するものです。内訳と

しまして、セキュリティ対策として一番下の消耗品費を１万９，０００

円、６２、６３ページに移りまして、一番上のシステム改修委託料とし

て３３万円を計上しています。これに伴う財源につきましては、１４、

１５ページをお開きください。１６款県支出金、２項県補助金、５目商

工費県補助金について、地方消費者行政推進事業費補助金３４万９，０

００円を計上しております。なお、このたびの歳出について全額充当さ

れております。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いいたしま
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す。 

 

奥良秀分科会長 執行部から説明が終わりましたので、委員からの質疑を求め

たいと思いますが、まずは市民課から、２款３項１目から質疑を求めた

いと思います。 

 

山田伸幸委員 先ほど説明の中で、コールセンターの委託料として要綱等を見

たら利用し難くという言葉があったんですけど、どういった、利用し難

い状況があったんでしょうか。 

 

浅川市民課長 補助条件につきましては、一般的な問合せを除いた市区町村で

しか回答できない問合せのみが補助対象となされたことから、一般的な

問合せとそうでない問合せの仕分が容易ではなく、また、コールセンタ

ー経費の大部分が補助金対象にならないと想定されたため、コールセン

ターの設置を取りやめました。 

 

山田伸幸委員 コールセンターを立ち上げるときに、国からそういった説明が

あったということなんですか。何か意味がよく分からないんですけど。

国がそのためのコールセンターの設置を要請したんですか。どうなんで

しょうか。 

 

浅川市民課長 一般的な問合せについては国のほうでコールセンターを設置し

ます。市のほうで、コールセンターを設置する場合は、補助金の条件に

合えば、コールセンターの設置をされてもいいですよという感じです。 

 

山田伸幸委員 今の説明の中で市町村でないと答えきれないものは市町村でと

いうことだったんですけど、具体的にはどういったことが考えられるん

でしょうか。 

 

浅川市民課長 市町村でしか回答できない問合せといいますと、通知書の発送
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時期や届出の窓口がどこかということや、振り仮名の届出の処理状況等

です。 

 

大井淳一朗委員 ３１ページ、さっきの同じことなんですが、補助要件が難し

くて難しいというのと、問合せは、原課で対応できるという理由でコー

ルセンター業務委託料を取り下げたということですが、現状はどうなん

ですか。 

 

浅川市民課長 電話対応につきましては、８月の問合せは３８件程度でして、

８月の下旬以降、問合せはほぼありません。 

 

山田伸幸委員 問合せ内容というのは、どういった内容が例示できますか。 

 

浅川市民課長 問合せ内容は、ほぼ一般的な問合せでございまして、制度の趣

旨や振り仮名とは関係のない本籍の確認などでございました。 

 

山田伸幸委員 この確認のための送付文書というのは、どれぐらい送付された

んでしょうか 

 

浅川市民課長 ３万７，４００件程度です。 

 

山田伸幸委員 そのうち返ってきたというのはあるんですか。 

 

丸田市民課戸籍係長 発送したうち、市に戻ってきた件数は２７０件程度です。 

 

大井淳一朗委員 これは入札ではないと思うんです。入札だったら落札減で減

るってあるんですが、なぜこれだけ減額になったんですか。私が聞きた

いのは、印刷製本費と通信運搬費です。減額はされてます。まず確認し

たいのは、これは入札でしたか。 
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浅川市民課長 印刷製本費は入札にかけました。郵送料は郵便局なので、入札

ではございません。 

 

大井淳一朗委員 入札ということで、これは落札減による印刷製本費の減額と

いうことでよろしいですね。 

 

浅川市民課長 印刷製本費につきましては入札をしましたが、応札可能な業者

が一者しかいませんでしたので、入札不調となりました。残った１者か

ら見積りを取って随意契約をしております。不用額が出た原因といいま

すのが、振り仮名の通知については同じ戸籍の中でも住所が異なるもの

があれば、その異なる者の住所へも通知書を送るということになってお

りました。なので、予算計上時には異なる住所の抽出を行うためのシス

テム改修がまだ終わっていなかったことから、発送通数の想定が難しく、

当初予算では少し多めのおおよその通数を見込んでいたことによるもの

です。 

 

奥良秀分科会長 コールセンター業務委託料の５５０万円ですが、当初予算を

組むときに実際使い難い予算というのを確認されなかったのかどうなの

かというのは、答弁できますか。そこまで研究というか調査をされて、

予算に入れてらっしゃらなかったのかどうなのかというところです。 

 

浅川市民課長 何分これは国民全員に送られるということもありまして、非常

に今までにない事業でしたので、とても判断が難しかったところがあり

ます。なので、発送通数が少なくてもいけませんし、こちらは国庫補助

金によるものでありますし、その辺りのところでちょっと判断が難しい

ところがありました。 

 

奥良秀分科会長 以上、歳出からの質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）なければ、歳入のほうから質疑ありますか。（発言する者あり）市

民課です。次は生活安全課の７款１項３目です。１０節需要費と１２節
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委託料について、質疑はありますか。 

 

大井淳一朗委員 この消費生活センターはもともとあって、相談員の相談体制

は特に変わらないけど、ＰＩＯ－ＮＥＴとの接続の関係で今回計上され

ているという理解でよろしいでしょうか。 

 

熊野生活安全課長兼空き家対策室長 そのとおりです。国のほうがＰＩＯ－Ｎ

ＥＴを更新するということで、市の接続の方式を変えるということです。 

 

大井淳一朗委員 ＰＩＯ－ＮＥＴの更新ということで、これによって何かメリ

ットというか、この辺りが便利になるとかというのはあるんでしょうか。 

 

熊野生活安全課長兼空き家対策室長 市の事務においては基本的には変わらな

いのですが、メリットとして今までＰＩＯ－ＮＥＴ専用のパソコンを国

から貸与されて、パソコン複数台を職員が操作してたのですが、今後は

市のシステムの中に入るということで、１台で操作できるということに

なります。全体でいうと県の消費生活センター等においては新システム

で分析の機能が追加されるですとか、消費者向けの新機能でＦＡＱ機能、

よくある質問等の機能が追加されると示されております。 

 

奥良秀分科会長 その他、質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）よろ

しいですか。それでは歳入のほうから質疑ありますか。（「なし」と呼

ぶ者あり）質疑なしということで、審査番号④番、市民部についての質

疑を終わります。以上をもちまして、一般会計予算決算常任委員会民生

福祉分科会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

午後１時３３分 散会 
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  一般会計予算決算常任委員会民生福祉分科会長  奥   良 秀   


